
厚⽣労働省 後発医薬品のある先発医薬品（⻑期収載品）の選定医療について（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html）

10月１日以降 自己負担額が変わる場合があります。
対象となる患者様
特許期間が経過した先発医薬品（長期収載品）のうち
１．さらに一定の期間が経過した先発医薬品（長期収載品）を希望される場合
２．一定の条件を満たした先発医薬品（長期収載品）を希望される場合

詳しくは、薬剤師にお問合せください。

価格差の４分の１が
自費分となります

赤枠部分が保険対象（保険外併用療
養費）となりこの部分を基に自己負

担割合が計算されます。


